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【別表１】 

区 分 森林の区域 

水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

3、4、5、6、8、9、10、11、14、15、18、

26、27、28、29、30、36、37、47、48、

55、56、57、58、59、60、61、63、64、

65、67、69、70、73、74、75、76、77、

78、79、80、81、82、83、84、85、86、

88、95、96、98、99、101、102、103、

105、108、109、110、111、112、113、

114、115、116、117、118、120、122、

123、125、126、127、128、130、131、

132 林班 

 

土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

6、17、18、19、20、21、38、59、82、

83、117、18、119、120、123、124、127、

129、130 林班 

 

その他公益的機

能の維持増進を

図るための森林

施業を推進すべ

き森林 

球磨村水源涵養

推進森林 

 

７、３１、３２、６６、１３４林班 

 

木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 

１林班～30 林班、33 林班～65 林班、 

67 林班～133 林班、135 林班 

 

 木材の生産機能の維持増進を図

るための森林施業を推進すべき

森林のうち、特に効率的な施業

が可能な森林 

101、102、103、128、130 林班 
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【別表２】 

施業の方法 森林の区域 

伐期の延長を推進すべき森林 

 

 

 

3、4、5、6、8、9、10、11、14、15、18、

26、27、28、29、30、36、37、47、48、

55、56、57、58、59、60、61、63、64、

65、67、69、70、73、74、75、76、77、

78、79、80、81、82、83、84、85、86、

88、95、96、98、99、101、102、103、

105、108、109、110、111、112、113、

114、115、116、117、118、120、122、

123、125、126、127、128、130、131、

132 林班 

 

長伐期施業を推進すべき森林 6、17、18、19、20、21、38、59、82、

83、117、18、119、120、123、124、127、

129、130 林班 

 

球磨村水源涵養

推進森林 

 

標準伐期齢以上 

 

７、３１、３２、６６、１３４林班 

 


